
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
七

号
）
（
食
品
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

国
に
お
い
て
ふ
ぐ
の
取
扱
い
及
び
ふ
ぐ
処
理
者
の
認
定
に
関
す
る
指
針
等
が
策
定
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
ふ
ぐ
調
理
師
試
験
の
受
験
資
格
を
見
直
す
と
と
も
に
、
ふ
ぐ
提
供

施
設
に
係
る
規
制
を
廃
止
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

ふ
ぐ
調
理
師
試
験
の
受
験
資
格
の
削
除 

 

㈡ 

ふ
ぐ
提
供
施
設
の
規
定
の
削
除 

 

㈢ 

用
語
の
整
理 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
二
㈡
に
つ
い
て
は
令
和
四
年
四
月
一
日 


